
従来の
「新・お部屋の保険」の保障 「お部屋の保険　ワイド」の保障

ａ 火災、落雷、破裂・爆発 ○ ○
ｂ 風災・雪災・雹災 ○ ○
ｃ 建物外部からの物体の落下・飛来など ○ ○
ｄ 給排水設備に生じた事故による水濡れ ○ ○
ｅ 騒擾・労働争議などの際の暴力行為など ○ ○
ｆ 盗難 ○ ○

ｇ 水災
△

支払限度額：
家財保険金額5％

○

△
雨漏りは保障せず

○

○ ○

×
○

×
○

△
支払限度額：10万円

○

×
○

×
○

△
支払限度額：30万円

○

×
○

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

☆：支払限度額の100万円は、①と②の合計に対して適用されます。

賠償責任
保障

入居者賠償責任

個人賠償責任

★：「新・お部屋の保険」に新規加入のお客様で2013年10月22日以前にお申込みの場合　および　「新・お部屋の保険」を満期更新されたお客様で保険期間の開始日
が2013年10月22日以前である場合においても、同内容になります。

「お部屋の保険　ワイド」は賃貸入居者総合保険に「費用等保障拡大特約」をセットした商品のペットネームです。

詳しくはリーフレット、重要事項説明書およびご契約のしおりをご確認ください。

凍結再発防止のための改良費

ドアロックの交換費用

借用戸室内で
被保険者死亡による修復費用

遺品整理費用

各
種
費
用
保
障

臨時宿泊費用

被災転居支援費用

残存物片づけ費用

失火見舞費用

地震災害費用

こんなに保障がワイドになりました！
東京海上ミレア少額短期保険では、よりお客様に安心いただけるよう「新・お部屋の保険（賃貸入居者総合保険）」の保障内容を
さらに充実した「お部屋の保険　ワイド」を発売しました。従来の「新・お部屋の保険」との比較は以下のとおりです。

保障内容

家
財
保
障

上記ａ～ｇ以外の不測かつ
突発的な事故による
破損・汚損など

修
理
費
用
保
障

上記ａ～ｇの事故による修理費用

洗面台、浴槽、便器および
これらの付属物の修理費用

借用戸室に取り付けられた
板ガラスの修理費用

専用水道管凍結時の
修理費用

保障 
ＵＰ 

支払限度額を家財保険金額 
10％にアップします！ 

例えば、うっかり化粧ビンを落とし、洗面台が割れた場
合にその修理費用を保障します。（自己負担額1万円） 

例えば、うっかり取付けドアのガラスを割ってしまった場
合にその修理費用を保障します。（自己負担なし） 

支払限度額を 
30万円にアップします！ 

雨漏りによる破損・汚損も 
含めます。（自己負担額3万円） 

例えば、何者かがドアの鍵穴にガムを詰めたために、 
ドアロックが機能しなくなり交換した場合に保障します。 

保障 
ＵＰ 

NEW 

保障 
ＵＰ 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

保障 
ＵＰ 

支払限度額を 

50万円にアップします！ 

は 

借用戸室を貸主に明け渡し可能な状態に復するために、 
遺品を整理、廃棄、売却または運送する費用を保障します。 

【1万円限度】 

【3万円限度】 

【50万円限度】 

【100万円限度】① ☆ 

【100万円限度】② ☆ 

★ 

★ 
【50万円限度】 

専用水道管の凍結事故が発生し、その箇所に再発 
防止処置を施す改良費を保障します。 


